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遺 産 相 続 同 意 書 
 

平成  年  月  日 

 

大山日ノ丸証券株式会社 御中 

被相続人 氏 名                     

 

相続人  住 所                     

                   氏 名                   印 

 

                   住 所                     

                   氏 名                   印 

 

                   住 所                     

                   氏 名                   印 

 

                  住 所                     

                   氏 名                   印 

 

住 所                     

                   氏 名                   印 

 被相続人           が、同名義口座にて、貴社に寄託していた物件に関し、 

               が相続することに異存ありません。 

 なお、この件に関し、後日紛争が発生した場合は、私どもで責任をもって解決し、貴社には、

いささかもご迷惑、ご損害をおかけいたしません。 

万一、貴社に損害をかけた場合には、私どもで連帯して弁償することを確約致します。 

 

添付書類 

(1)被相続人の戸籍（除籍）謄本※ 

(2)法定相続人全員を確定できる範囲の戸籍謄本※ 

(3)法定相続人全員の印鑑証明書 

※(1)、(2)の謄本は「認証文付き法定相続情報一覧図」で代用可能 

                                             

（社内使用欄） 

 

 

 

口 座 番 号 受 付 日 処 理 日 

 

担当者 
内部管理

責任者 

     

ご提出日 

各
相
続
人
様
自
筆
に
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
。 

実
印
に
て
捺
印
し
て
く
だ
さ
い
。 

亡くなられた方のお名前 

袋とじとなっております 

実印
．．

にて割印して下さい 

 (相続人全員) 

 

亡くなられた方のお名前 

代表相続人様のお名前 

 



 

9 

 

特定口座開設者死亡届出書 兼 非課税口座開設者死亡届出書 

兼 相続・遺贈に係る上場株式等移管依頼書 
 

 

提出年月日 平成  年  月  日 

大山日ノ丸証券株式会社 御中 

 

租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 16 項、租税特別措置法施行令（平成 25 年）附則第

7 条第 13 項及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令（平成 14 年政令第 105 号）附則第

14 条第 13 項の規定に基づき、移管元口座から移管することを依頼いたします。 

 

１．相続人・遺言執行者ご署名欄  〔代表相続人様（移管先口座）をご記入ください〕                        

相続人の氏名 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 届 出 印 生 年 月 日 

  

大正 ・ 昭和 ・ 平成 

 

年   月   日 

相続人の住所 

〒     － 電話番号(     )－(       )－(       ) 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

       都 道 

       府 県 

 

２．被相続人（お亡くなりになったお客さま）について  〔被相続人又は遺贈者（移管元口座）をご記入ください〕         

被相続人の 

氏名 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 生 年 月 日     年   月   日 

死亡年月日     年   月   日  

 

被相続人の 

住所 

〒     － 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

       都 道 

       府 県 

 

３．特定口座・非課税口座の廃止について  〔廃止される口座に☑マークをお願いいたします〕                

□ 

特定口座の廃止 

租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 1 項又は第 2 項の規定の適用を受けている特定口座開設者が死
亡し、当該特定口座につきその相続が開始されましたので、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 の
規定により、この旨届出ます。 

□ 

非課税口座（ＮＩＳＡ口座）の廃止 

租税特別措置法第 9 条の 8 及び第 37 条の 14 第 1 項から第 4 項までの規定の適用を受けている非課
税口座開設者が死亡しましたので、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 5 の規定により、この旨届
け出ます。 

相続される方のお名前・ご住所・生年月日 

 

ご提出日 

当社に開設される取引口座のお届
．．

出
．
印
．

 

亡くなった方のお名前・ご住所・生年月日・死亡年月日 

 

亡くなられた方が開設されていた場合、 

それぞれチェックマークをご記入ください 
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４．相続・遺贈による移管                                                        
 

（※ 依頼日より 3営業日以降の営業日をご指定ください。 

  なお、振替ご指示日を指定されない場合は、必ず左記 

  の「可能な限り早い日」にチェックをご記載ください。弊 

  社での最短の日程で移管手続を行います。） 

  

 
移管元口座から移管する明細 

銘柄コード 銘柄名 株数（口数） 口座区分 

  
 

特定・一般 

  
 

特定・一般 

  
 

特定・一般 

  
 

特定・一般 

  
 

特定・一般 

  
 

特定・一般 

  
 

特定・一般 

  
 

特定・一般 

  
 

特定・一般 

  
 

特定・一般 

  
 

特定・一般 

  
 

特定・一般 

 
                                                 
 
〈相続人の明細〉 

部店名  所在地  
扱 者

コード 
 口座番号  

〈被相続人の明細〉 

部店名  所在地  
扱 者

コード 
 口座番号  

非課税口座の記号又は番号               

非課税口座に設けられていた非課税管

理勘定に係る勘定設定期間の区分 

非課税管理勘定(第 1 期) □ 平成 26 年 1 月 1 日 ～ 平成 29 年 12月 31 日 
 

非課税管理勘定(第 2 期) □ 平成 30 年 1 月 1 日 ～ 平成 35 年 12月 31 日 

租税特別措置法37条の11の3第1項又

は第2項の規定の適用を受けていた勘定 

□ 特定保管勘定 
 
□ 特定信用取引等勘定 

受 理 日 平成   年   月   日 

（ 摘 要 ） 部 店 長 総 務 課 長 事 務 検 印 

   

※所在地は、市区町村まで記載すること。   （保存期限 10 年）      

移管希望年月日 

平成  年  月  日 

 

□ 可能な限り早い日 

相続される明細をご記入ください 

振り替え希望日をご記入ください 




